
小型電気電子機器リサイクル制度及び
使用済製品中の有用金属の再生利用に
関する小委員会の審議状況について

 

資料４



小型電気電子機器リサイクル制度検討の必要性

 いわゆる「都市鉱山」である小型電気電子機器は、循環資源としての有効利用が期待され
ていながら、有用金属とともに最終処分場に埋め立てられるなどリサイクルされずに処分
されているものも多いと想定される。

 使用済製品の中でも、有用性・希少性の高い金属資源が高濃度に含まれる小型電気電
子機器については、循環型社会の形成を推進する観点から、使用済製品のリサイクルの
在り方を検討する必要性が高い。

 使用済小型電気電子機器のリサイクルが行われることにより、循環資源の十分な利用が
可能となる他、資源確保、廃棄物の減量、有害物質の適正処理、地球環境の改善といっ
た効果が期待される。

 ただし、小型電気電子機器のリサイクルの在り方を検討する際には、既存リサイクル法の
対象である家電、パソコン及び自動車等のリサイクルに関する取組（リサイクルの実効性、
有用金属のリサイクル等）との整合性について検討する必要がある。

 特に、多くのレアメタルについては回収が行われていないケースの方が多いと想定される
ため、レアメタルリサイクルについては既存法制度との整合性を検討することが必要とな
る。
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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の下に、小型電気電子機器リ
サイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員
会を置き、以下の検討を行う。

【検討事項】

・リサイクルに係る独自の法制度が存在しない使用済小型電気電子機
器中の有用金属のリサイクルの在り方

・家電４品目、パソコン及び自動車のリサイクルに関する取組み（リ
サイクルの実効性、有用金属のリサイクル等）の整合性

スケジュール

平成23年２月９日 環境大臣から中央環境審議会への諮問、小委員会の設置

開催経緯・予定 第1回（3月31日） ,第2回（5月23日） ,第3回（6月27日）、

第4回（7月25日） ,第5回（8月22日） ,第6回（9月27日）、

第7回（10月31日）,第8回（11月29日) ,第9回（12月22日）

平成24年１月目途 小型電気電子機器のリサイクル制度のあり方の結論
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新たな小委員会の設置について



有用金属（資源として利用価値のあるベースメタル、貴金属、レアメタル）は、自動車、ＩＴ製品等の製
造に不可欠な素材であり、我が国の産業競争力の要として必須な資源。
有用金属は、幅広い製品の電子部品への用途も多い。

３
出典：産業構造審議会廃棄物リサイクル小委員会第2 回基本政策ワーキンググループ資料より作成
※赤字下線はレアメタルを示す。

【有用金属の主な用途】

有用金属の主な用途
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下図は1991年の価格を1として各鉱種の価格の変動を示したもの。
ベースメタル、貴金属はここ20年で見ると価格が上昇傾向にあり、リーマンショック（2008年9月）後の
下落はあるものの、特に近年の上昇は著しい。

レアメタルも上昇傾向にあるが、ベースメタル、貴金属と比較すると乱高下する鉱種もある。例えばタ
ンタルは2000年にIT需要を背景に価格が暴騰。パソコン、携帯電話の普及によりコンデンサ向けのタ
ンタルの需要が急増したこと等が原因。

【主な有用金属の価格動向】

新興国の需要増大に伴う資源価格高騰



有用金属含有量の分析結果
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排出重量把握 97品目

基板に含有される有用金属含有量把握※２ 97品目

素材構成把握 97品目

部品に含有される有用金属含有量把握 8品目

＜有用金属含有量の把握状況（対象製品数：97品目※1）＞

＜有用金属含有状況※2＞

鉱種 排出重量（ｔ） 金額換算（万円）

Cu（銅） 27,385 2,082,632

Pb（鉛） 789 19,910 

Zn（亜鉛） 656 15,359 

Fe（鉄） 229,840 689,520 

Al（アルミニウム） 25,381 88,835 

Au（金） 11 3,905,979 

Ag（銀） 64 585,337

鉱種 排出重量（ｔ） 金額換算（万円）

Pd（パラジウム） 4 764,114 

Sb（アンチモン） 118 16,531 

Bi（ビスマス） 6 1,223 

W（タングステン） 33 26,672 

Ta（タンタル） 34 523,307 

Nd（ネオジム） 26 20,652 

Co（コバルト） 7 2,974 

合計 284,354 8,743,045 
＜排出量（重量・容積）※3＞

排出量（重量）（万ｔ） 76.1

排出量（容積）（ｍ３） 270,364

● 一般廃棄物最終処分量に占める割合 ：4.35％
● 最終処分場残余容量に占める割合 ：0.23％

（埋立処分割合を29％とした場合）

※１ 対象品目は第2回小委員会でのご指摘を踏まえ、サイズが大きい品目を除外する等の精査を実施し、現状97品目
※２ 基板及び部品に含有される有用金属含有量及び素材構成把握済みの品目を対象に整理した結果
※３ 排出重量把握済みの品目を対象に整理した結果



検討の方向性

資源制約の課題、環境制約の課題に対応し、循環型社会の形成を推進するため、有用金属を含む
使用済製品のリサイクルが必要。その際、特に、以下への対応について検討する。
 使用済製品に含まれる有用金属がリサイクルされずに最終処分場に埋め立てられること
 環境上の問題を惹起する不適正なリサイクルに繋がる海外流出が行われること

さらに、リサイクルによって以下のような効果も考えられる。

 資源制約が進むなか、リサイクルにより有用金属の安定供給が可能となり、またリサイクル
システムを有することが資源生産国の貿易政策や供給調整に対する牽制となる。

 最終処分量が減少し、最終処分場が延命化される。

 リサイクル工程の中で有害物質が適切に処理されることになり、環境影響の改善効果（大
気・水域・土壌等を通じた生態系への有害物質の曝露量の減少等）や健康影響の改善効果
（人体への有害物質の曝露量の減少等）が期待される。

 天然資源使用量を削減することで、地球に与える環境負荷を削減できる。

全ての使用済製品のうち、既存法制度の枠内でリサイクルが進んでいるもの、自主的な取組により
リサイクルが進んでいるものを把握し、どの範囲でリサイクルを検討する必要があるのかを整理（ど
うして小型電気電子機器が検討対象になるのかを整理）

ただし、検討にあたっては、製品に使用する有用金属の経年変化や金属価格の変動等が想定され
ることから、短期的な視点だけでなく、中長期的な視点にも配慮する。
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検討対象製品分野は、以下の事項に鑑み、小型電気電子機器とする。なお、検討対象とする具体
的な品目については、個別製品の特性（有用金属の含有量、サイズ、重量、販売形態、個人情報、既
存のリサイクルシステム等）に十分配慮の上、今後絞り込みを行う。

 主な有用金属の用途のうち、現在リサイクルシステムが存在せず、有効利用されていないと
考えられる製品が小型電気電子機器であること。

 海外では、欧州WEEE指令型のリサイクル制度の拡大の動きが見られ、電気電子機器全般が

制度の対象となっている。こうした動きを踏まえ、小型電気電子機器を対象とした検討を行う
ことは適当であると考えられること。

市町村や産業廃棄物処理業者の有する通常の施設でも鉄やアルミについてはリサイクルが可能な
ことから、特に、小型電気電子機器に含まれる基板等からの有用金属のリサイクルを検討する必要が
ある。

７

検討対象製品分野



経済産業省「レアメタル確保戦略」（2009年）

レアメタル確保に向けた四つの柱として、「海外資源確保」「代替材料開発」「備蓄」と並び「リサイクル」を位置づけ。
「単位あたりのレアメタル含有量の多い携帯電話、デジタルカメラその他の小型家電、超硬工具等の使用済み製品に
ついて、リサイクル・システムの構築や既存システムを活用した更なる回収促進に着手するべきである」との記述あり。

「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」（平成22年9月10日閣議決定）

規制改革の事項６「レアメタル等のリサイクル推進に向けた規制の見直し②」
○使用済小型家電等からのレアメタルのリサイクルを効率的・効果的に行うための新たな制度構築について、平成22
年度中に検討を開始し、平成23年度を目途に結論を得、結論を得次第措置を講じる。

「新成長戦略実現2011」（平成23年1月25日閣議決定）

2011 年に見込まれる主要な成果と課題
○都市鉱山のリサイクル等循環型社会づくりの推進

使用済小型家電のリサイクル及び使用済製品からのレアメタルを含む有用金属のリサイクルの在り方についての取
りまとめ（2011 年度末）

日本経済団体連合会「資源の安定確保に関する提言」（平成23年5月17日）

３．リサイクルに関する政策
(１) 国内におけるリサイクルの促進

小型電気電子機器のリサイクルのあり方については、中環審「小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中
の有用金属の再生利用に関する小委員会」において議論が始まった。今後、何らかの制度的取り組みが必要と判断さ
れ、具体的な制度設計を検討するに至った際には、新たに発生する社会的コストを最小化し、効率的な仕組みを目指
すべきである。特に回収に費用がかかることを踏まえれば、廃棄物処理法の規制を、広域的・効率的な回収を可能とす
る観点から緩和することを検討すべきである。また、リサイクルに関わる当事者は、消費者や自治体、製造業者、中間
処理業者、精錬業者等多岐にわたるので、今後の議論の過程において、慎重かつ注意深く関係者のコンセンサスを得
ていくことが求められる

８

政府方針等での位置づけ



中間処理施設

金属製錬

金属回収中間処理

回収

排出

回収ボックス
or 資源ゴミの新区分
orピックアップ

小型電気電子機器リサイクル制度案

二次集積所

株式会社で全国又は地域ブロック規模を想定。適正な再資源化と

資源確保のためレアメタルリサイクルを促進する者を国が指定。

静脈物流 静脈物流一次集積所自治体回収

クリーン
センター
等

自治体の役割 指定再資源化機関、計画申請者の役割

地域密着型を想定。確実に適正な再資源化を実施

する計画申請者を国が認定。

・一定条件の対象物について、自治体と契約して、適正な
再資源化を実施

・静脈物流、中間処理、製錬を自ら又は委託して実施

・各自治体でリサイクル参加の可否を判断
・参加する場合は分別収集計画を策定
・引渡しは原則無料（ただし様々なケースあり）

小売店等が補完的役割
ＭＲＮとの連携 指定再資源化機関ルート

自主計画ルート

循環利用静脈
物流

中間処理施設

金属製錬

静脈物流 静脈物流

【ポイント】一定期間にわたる引取を市町村と契約し、確実に適切なリサイクルを実施することを約束し
た者に限って国が認定し、廃掃法の特例（広域回収、保管長期化）を与える制度。

【制度開始時点】資源性の高い品目を指定。品目の範囲等は実効性を踏まえて5年後に見直し。
第一種有用金属（回収対象金属）：Cu, Pb, Zn, Fe, Al, Au, Ag, Pd, Pt, Sb, Biなど
第二種有用金属（小電からの回収技術開発を促進）：W, Ta, Nd, Co

メーカーの役割
・易解体設計
・再生材の利用等

製造・販売

※全ての関係者が各々の役割を果たし、協力してリサイクルを実施

リサイクル事業者の役割
・適切なリサイクルの実
施

※指定品目以外については市町村で金属回収を行うことも可能だが、指定再資源化機関に逆有償で引き渡すことも可能 ９



試算ケースの設定

【ケース分けの項目（案）】

対象品目 ：①10品目、②20品目、③50品目、④97品目（品目指定なし）

特定レアメタル回収 ：①なし（機械破砕中心）、②あり（手解体中心）

広域回収の有無： ①広域回収可能、②自区内処理

対象地域： ①全国（人口カバー率100%）、②過疎部以外（人口カバー率80%）、③②の半分

回収率： ①5%、②10%、③20%、④30%、⑤50%

資源価格： ①現在の市場価格、②①の半分

様々なケースを想定して費用対効果分析を行うことにより、それぞれのケースについて制度の必要
性を議論することが可能。

併せて、目的の達成する観点から、どういったケースを目指すべきかについての議論も可能（例えば、
廃棄物減量化の目的を十分に達成するには、対象品目は出来るだけ多く、回収率も大きくする必要が
あるなど）。

制度が必要なポイントは、効率的な静脈物流の構築（現行の枠内では自区内処理が原則）、回収量
の確保（義務的な回収あるいは関係者の協力がないと回収率の確保は困難）、レアメタルの回収（市
場原理に委ねると回収されない可能性が高い）、赤字となる場合の役割分担方法（赤字となる関係者
がいると市場原理ではリサイクルが実現しにくい）などが想定される。
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ケース１ ケース２
5%

ケース３
10%

ケース４
20%

ケース５
50%

ケース６

自区内処
理

ケース７

特定レア
メ回収

ケース８
50品目

ケース９

過疎部除
き

関係者利潤 18.6億円 -6.5億円 -0.3億円 10.4億円 33.2億円 -107.6億円 -5.9億円 -59.1億円 16.9億円

金属資源の
安定供給便益

5.7億円 1.0億円 1.9億円 3.8億円 9.5億円 5.7億円 7.9億円 20.8億円 4.6億円

その他便益 ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？

便益計（20年） 330億円 -75億円 21億円 193億円 580億円 -1,385億円 26億円 -521億円 290億円

費用計（20年） 41億円 41億円 41億円 41億円 41億円 41億円 41億円 41億円 35億円

費用便益分析 B-C=
289億円
B/C=8.01

B-C=
-116億円
B/C=-1.82

B-C=
-20億円

B/C=0.52

B-C=
152億円
B/C=4.70

B-C=
539億円

B/C=14.08

B-C=
-1,427億円
B/C=-33.65

B-C=
-16億円

B/C=0.62

B-C=
-562億円

B/C=-12.65

B-C=
256億円
B/C=8.25

ＴＭＲ削減効果 27万t 4.3万 t 8.9万 t 18万 t 45万 t 26万t 48万 t 47万 t 22万 t

最終処分場
延命効果

7.6千m3/年

（0.0065％）

1.3千m3/年

（0.0011％）

2.5千m3/年

（0.0022％）

5.0千m3/年

（0.0043％）

13千m3/年

（0.011％）

7.6千m3/年

（0.0065％）

7.6千m3/年

（0.0065％）

48千m3/年

（0.042％）

6.1千m3/年

（0.0052％）

有害物質によ
る環境・健康
影響改善効果

効果あり 効果あり 効果あり 効果あり 効果あり 効果あり 効果あり 効果あり 効果あり

その他効果 ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？

費用対効果 効果＞費用 ？ ？ 効果＞費用 効果＞費用 ？ ？ ？ 効果＞費用

費用対効果（試算）
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計測できる便益だけで費用便益分析を行うと、ケースによってB/C>1（経済効率性あり）となる場合と、
B/C<1（経済効率性なし）の両方が存在する。
B/C>1の場合は「効果＞費用」となることは明らかであるが、B/C<1の場合は定量的・定性的な効果を
加味して最終的に効果と費用の大小関係を議論する必要がある。

※最終処分場延命効果の括弧内の値は処分場の残余容量に占める最終処分削減量の割合


